
1.は じめに

わが国では、近年、高齢人 口の急速な増大 とともに認知症高齢者数 も増加 し、認知症ケ

アが高齢者政策の中心的課題 となっている。ことに介護老人福祉施設は現在 5500を 越え、

利用者の介護度の重度化や医療依存度の上昇への対応 とともに、利用者の終末期ケアヘの

対応が求められている。近年の実態調査によれば、介護老人福祉施設利用者の 96.0%が認

知症を有 し 1)、 施設内死亡の増加が予測 され るにもかかわらず、これに対応する看取 リガ

イ ドラインを整備 している施設は少ない 2)。 2007年 10月 に厚生労働省により、「終末期

医療の決定プロセスに関するガイ ドライン」が提案 され、基本的な考え方や本人、家族 と

医療、ケアチームの話 し合い と合意が強調 されている。 しか し現実には、認知症高齢者の

場合などの意思決定の合意形成プロセスのあ り方、本人 と家族に対する意思決定支援方法

は確立 してお らず、これ らは介護老人福祉施設の終末期ケア体制整備の障害 となっている。

近年の認知症高齢者の終末期医療については、欧米ではすで医学的、看護学的、倫理的

ならびに医療経済学的観点か らさまざまな議論が行われ、終末期忠者には積極的な延命治

療を避ける傾向もある 3)。 日本の高齢者の終末期医療に関する調査 4)に よれば、事前指示

(advanced directive)は 、主治医の 35%が されていない と回答 し、最終的に高齢者の意

思が終末期医療に反映 されたものは、わずか 3～ 5%に過ぎなかった とい う。日本における

高齢者の終末期ケアや終末期医療は高齢者の意思を充分反映 しているとは言いがたい。

一方、これまでの認知症高齢者ケアに対す る研究は、行動障害への対応、ADLや コミュ

ニケーション能力の評価、あるいは家族の困難などに焦点が当て られてきた 5)。 高齢者に

とつて最大の課題である死を支えることは、老年看護に課せ られた重要な使命であるにも

かかわらず、認知症高齢者の終末期ケアの問題は高齢者全般のそれに内包 されたまま、充

分に議論 されてこなかった。

2.研究 目的

本研究は認知症高齢者が尊重 される終末期ケアを目指 し、介護老人福祉施設の施設内の

死亡割合が異なる集団において、認知症高齢者の終末期ケアで抱えている困難、実施 して

いるケア内容および方法が どのように異なるのかを明 らかにすることを目的 とした。

3.研究方法

1)データ収集方法

WAMネ ッ ト上で施設名 と住所が確認できた全国の特養 5249施 設の看護師長に対 して、

2008年 8月 20日 ～9月 20日 に研究の趣 旨と倫理的配慮を説明 した書面 と質問紙を郵送

により配布 した。             ・

2)データ収集内容

(1)質問紙の構成

施設の規模、要介護度別入所者数、職種別人員数、夜間の看護体制、過去一年間の場所

別 (当 該施設内、病院、 自宅、その他)死亡者数、死亡診断の方法について数値を記入す

る形式で構成 した。加 えて、「終末期ケアで抱えている困難」9項 目、「施設で実施 してい

る終末期ケア内容 と方法」に関する 20項 目について該 当の有無を問 う形式により構成 し

た。



(2)「 終末期ケアで抱えている困難」と「施設で実施 している終末期ケア内容 と方法」の項

目の作成過程

「終末期ケアで抱えている困難」および 「施設で実施 している終末期ケア内容 と方法」

に関する調査項 目について作成過程別に表 3及 び表 4に示 した。「終末期ケアで抱えてい

る困難」に関する 9項 目は、平木 ら6)の グループホームヘの調査用紙を参考に、老年看護

学研究者 5名 でグループデ ィスカションを行い、介護老人福祉施設の特徴を考慮 して作成

した。

「施設で実施 している終末期ケア内容 と方法」は、研究者 らが先に行つた 「特養におけ

る終末期ケアの事前意思決定に関わる看護職の困難 とその解決の方略」7)8)の 質的研究結

果に基づいた。 この研究結果の、認知症高齢者の事前意思決定支援に対す る看護方略を説

明する 4カ テゴリー 【多職種の協働により具体的かつ個別的に意思確認 をする】【情報 と

選択肢を提供 し家族の決定役割を支える】【状況に応 じて家族の気持ちの変化に対応する】

【高齢者に代わ り家族が代行決定する視点を援助する】とこれ らのサブカテゴリー (高齢

者か ら意思確認できる場合は高齢者か ら、できない場合は家族から確認する)(多様な方法

で意思確認する〉(選択肢 と情報を提供する)(家族に時間的ゆとりを配慮す る〉(家族に意

思決定役割を意識づける)(変化 し得 る家族の気持ちを尊重す る〉 (高齢者の最善 と尊重の

視点を助言する)(高齢者 と疎遠な家族の関係 を調整する)に基づいて検討 した。ディスカ

ションの際には 1項 目が 1援助内容により構成 され ること、平易な表現になることなどに

留意 した。老年看護学研究者 5名 でグループディスカシ ョンを行つた結果、「施設で実施

している終末期ケア内容 と方法」に関する 20項 目が抽出された。さらに、この 20項 目を

文化人類学研究者 1名 、生命倫理学研究者 1名 、終末期ケアの研究実績を持つ成人看護学

研究者 1名 に、研究 目的を説明 して提示 し、項 目の内容の妥当性に関す る助言、表現上の

助言を得て、微修正 した。

3)データ分析方法

項 目ごとに記述統計量を算出 した。調査集団の過去一年間の死亡者数に対する当該施設

内での看取 り数の割合 (以 下、施設内看取 り割合 とする)の 968施設の分布を確認 したと

ころ、正規分布ではなかった。そこで中央値 を確認 した ところ 38.5%で あった。この値を

参考に、施設内での看取 り割合 40%以 上の施設群 (n=477)と 40%未満の施設群 (n=491)

の 2群間で 「終末期ケアで抱えている困難」に関する 9項 目、「施設で実施 している終末

期ケア内容 と方法」に関す る 20項 目の回答割合を比較 した。平均値の差の検定には分布

を確認 した上で t検 定 を、回答割合 の比較 には χ2検 定 を用いた。統計解析 ソフ トは

SPSSVer.15を 用い、有意水準は 5%未満 とした。

4)倫理的配慮

研究協力者や所属施設の匿名性の厳守、研究協力の自由、研究協力の有無によって不利

益はないことを説明 した。調査用紙の返送をもつて同意が得 られたものと判断 した。得 ら

れたデータは個人や施設が特定されないよ うに処理を行い厳重に管理 した。本研究は長野

県看護大学倫理審査委員会の承認 を得て実施 した。

4.結果

1)調査施設の概要
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調査用紙は、■87施設か ら回収 された (回収率 21,7%)。 その うち施設の属性、過去一

年間の場所別死亡者数、「終末期ケアで抱えている困難」および「施設で実施 している終末

期ケア内容 と方法」の項 目への記入が得 られているものを有効、回答 とみな した。その結果

有効回答は、968(有効回答率 85.1%)と なった。調査施設の概要を表 1に示 した。

(1)調 査施設の属性

調査施設の設置主体は 904施設 (93.4%)が 社会福祉法人、次いで 31施設 (3.2%)が

市町村立であった。施設定員は平均 71.4± 26.4人であつた。併設施設は、シ ョー トステイ

が 929施設 (96.0%)と 最 も多 く、次いでデイサー ビス 781施 設 (80.7%)、 訪問介護 347

施設 (35.8%)であった。

施設の 100床 当た りの看護職配置数は 7.0± 3.3人 と、法的規定の 3人 を大きく上回つて

いた。入所者の平均要介護度は 3.9± 0,3で あった。

(2)調 査施設の終末期ケアの取 り組みの概要

終末期ケアに関連 した施設の特徴をみると、看取 り加算を取得 している施設は 515施設

(53.2%)、 準備 中 70施設 (7.2%)で あ り、両者をあわせ ると約 6割 の施設が看取 り加

算を取得または取得する方向で施設運営 されている現状にあつた。終末期ケア指針の作成

については、施設で独 自に作成 した指針を持つている施設が 564施設 (58.3%)、 作成中

が 54施設 (5.6%)で あつた。 100床 あた りの過去一年間の死亡者数は平均 17.6± 8,0人

であつた。過去一年間に施設内で看取つた者の割合は、40,8± 32.9(最 小 0～最大 100)%
とそのばらつきは大きかった。

2)施設内看取 り割合が異なる 2群間の比較

(1)施設の属性の比較

施設内看取 り割合 40%未満群 と 40%以上群の施設属性の比較を表 2に示 した。施設の

入所定員、入所者の平均要介護度、100床 当た りの看護職員配置人数で両群に有意差はな

かつた。過去一年間の死亡者数/100床 においては、施設内看取 り割合 40%以 上群が未満

群 よりも有意に高かつた (t=5,7,pく 0.001)。

(2)「 終末期ケアにおける困難」の特徴

調査集団全体で、最 も終末期ケアにおいて困難 と回答 した割合が高かつた項 目は、「職

員の心理的負担が大きい」(53i3%)が 半数以上を占め、次いで 「看護職員の夜勤体制が整

つていない」(42.9%)、 「医師がす ぐにかけつけられない」 (38,9%)で あった。

「終末期ケアにおける困難」について 9項 目の χ
2検 定結果を表 3に示 した。施設内で

の看取 り割合が 40%以 上の施設は、40%未満の施設に比べ「医師がす ぐにかけつけられな

い」、「医療機器がそろつていない」、「看護職員の夜勤体制が整っていない」、「症状が急に

悪 くなった時に施設では対応 しきれない」、「症状が悪 くなった時に、す ぐに入院できる保

障がない」 と感 じている割合は有意に低かつた。

(3)「 認知症高齢者の事前意思を尊重 した終末期ケア内容・方法」の特徴

① 調査集団全体の回答結果

調査集団全体で、「認知症高齢者の事前意思を尊重 した終末期ケア内容・方法」の具体的

な内容で、最も実施 されていた項 目は、「8.高 齢者の健康状態を家族に具体的に報告する」

(77.0%)で あり、次いで 「14.家族に意思決定を求める場合には家族間で話 し合って決

めるように促す」 (71,7%)、 「1.意思確認できる場合には高齢者から、出来ない場合には
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家族から確認する」 (71.5%)と いずれも 70%メ上の施設で行われていた。一方、実施さ

れている割合が低かつた項 目は 「19.高 齢者の意思を実行す るよ う家族に提案する」

(5.7%)、 「
6。 一見遠慮 しがちな高齢者でも踏み込んでじっくりと聞いて意思を確認する」

(9,8%)、 「3.高齢者がしっかりとしているうちに意思確認を行 う」 (13.8%)で あった。

② 「認知症高齢者の事前意思を尊重 した終末期ケア内容・方法」の比較

施設での看取 り割合 40%以 上群 と 40%未満群の 「認知症高齢者の事前意思を尊重 した

終末期ケア内容 。方法」のχ2検定結果を表 4に 示 した。「1.意思確認できる場合に高齢

者から出来ない場合は家族から確認する」、「2,書面を活用 して意思を確認する」、「3.高

齢者がしっか りとしているうちに意思確認を行 う」、「4.時期を変えて複数回意思確認を

行 う」、「5.複数の職種で意思確認を行 う」、「6。 一見遠慮 しがちな高齢者でも踏み込んで

じつくりと聞いて意思を確認する」、「7.意思確認 しやすいよう信頼関係を充分に築く」、
「8,高齢者の健康状態を家族に具体的に報告する」、「9.高齢者の病状や様子を理解 して

もらうために家族に来所を促す」、「10.死期が近くなった場合の看取 りに関する具体的な

情報を提供する」、「11.死期が近くなった場合の看取 り方に関する選択肢を提供する」、「12

決定に際しては即答を求めず時間的ゆとりを提供する」、「13.高齢者に決定能力がない場

合には、家族に決定役割を意識づける」、「14.家族に意思決定を求める場合には家族間で

話 し合って決めるように促す」、「15,意思決定に際 して気持ちは変化 しうるものであるこ

とを伝える」、「16.高齢者や家族の気持ちの変化に応 じて、その時々の気持ちを受け止め

る」、「17.高齢者にとって何が最善かとい う視点を家族に助言する」、「18.高齢者の意向

を尊重するように家族に依頼する」、「20。 高齢者 と家族が疎遠な場合には関係の調整を行

う」の 19項 目において、施設での看取 り割合 40%以上群が、40%未満群よりも実施割合

が有意に高かった。「19.高齢者の意思を実行するように家族に提案する」の項 目のみ、2

群の実施割合に有意差はなかった。

5.考察

1)調査施設集国の特徴

本調査は全国の特養の全数調査により得た結果ではあるものの、回収率は 21,7%で あっ

た。全国集団を反映 しているか否かに関 して、施設の属性、入所者の要介護度、看護職員

の配置について、全国の施設を対象 とした平成 18年度介護保険施設調査 9)結果 と比較 し

た。本研究の調査施設の属性は、設置主体は 904施設 と 93.4%を 社会福祉法人が占めた。

これに対 し、介護保険施設事業所調査では、91.0%と 近似値であつた。本調査の施設規模

の平均は 70.9人であつた。前述の同調査では、施設規模は入所定員の階級別に示 された統

計結果の平均は 70～ 80床未満の階級に位置 していた。 このように、本調査集団は設置主

体、施設定員の点において全国介護老人福祉施設集団 と異なった特徴はみ られなかった。

入所者の平均要介護度は、本調査では 3.9で あ り、全国恒は 3.8と 近似値であった。看

護職員数においては、本調査では平均 7.0± 3.3人 /100床 であ り、平成 18年度全国介護施

設調査結果か ら算出 した 5,3人 /100床 と比べ看護師の配置数は多かった。

以上のことか ら、本調査の施設集団は、設置主体、施設規模、入所者の平均要介護度に

おいては全国集団 と類似 していたものの、看護職員の配置数が全国の施設 よりも多いとい

う特徴があった。
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2)施設内での看取 りと看護職が抱えている困難

施設内の看取 り割合 40%未満群は「1.医 師がす ぐにかけつけられない」、「2,医療機器

が整っていない」、「3.看護師の夜勤体制が整っていない」、「7.症状が急に悪 くなった時

には施設では対応 しきれない」、「8.症状が急に悪 くなった時に、す ぐに入院できる保障

がない」 と回答 した割合が、400/0以 上群に比べ有意に高かった。林 ら 10)は 、施設内での

死の看取 りの体験事例か ら、看護職が抱えている困つたことやジレンマ として 「嘱託医・

介護職 。後方病院 と連携が取れない とき」、「利用者 。家族の意向確認の難 しさ」、「不U用 者

の意向を実現できなかった時」、「施設内で死の看取 りをすることへの疑問」を報告 してい

る。堀内 11)は 、特養における看取 りが困難な理由として、病院が終末の場所であるとい

う社会全体の意識、医師・看護師の夜間休 日に不在または不足 していること、物的医療整

備の不備、地域医療 との連携不足、スタッフの看取 りに対する恐れや知識の不十分 さなど

を指摘 している。本調査の看取 り割合 40%未満群の有意に高かった困難の項 目と比較する

と、緊急時の医師体制、看護師の夜勤体制、入院施設の確保 とい う点において一致 してい

た。

一方施設内での看取 り割合 40%以 上群においては、これ らの困難への回答割合は 40%
未満群 よりも有意に低かつた。施設内での看取 り割合 40%以 上群においては(施設内での

看取 り上の困難に対す る具体的な対応や整備が進められ、その結果施設内での看取 り割合

が高められていつたものと推察 され る。

3)認知症高齢者の事前意思の尊重 とケア方法

本調査結果では認知症高齢者の事前意思決定「19.高齢者の意思を実行するよ うに家族に

提案する」のみに有意差が認められなかったが、他 19項 目においては看取 り割合 40%以
上群の方が有意に高割合で実施 されていた。有意差のあった項 目について、その意義 と重

要性について以下に論 じる。

(1)高 齢者の意思確認 とその方法

施設内看取 り割合 40%以 上群においては「意思確認できる場合には高齢者か らできない

場合は家族か ら確認す る」とい う順序性を保ち、「書面を活用 し」、「高齢者の意思が しっか

りとしているうちに意思確認 を行 う」、「一見遠慮 しがちな高齢者でも踏み込んで じっくり

と聞く」、「意思確認 しやすいよう信頼関係 を充分に築 く」な どが行われていた。即ち、必

要な媒体、時期、聴取の仕方、高齢者 との関係などについて具体的に考慮 されている割合

が高かった。加 えて、意思確認は 「複数回行 う」「複数の職種で行 う」な どが高割合で実践

されてお り、頻度、職種間の連携 とい う視点か らも高齢者の意思確認方法が具体化 されて

いると考えられ る。

(2)代理決定す る家族ケアの重要性 とその手順

施設内看取 り割合 40%以 上群においては、「認知症高齢者の事前意思を尊重 した終末期

ケア内容・方法」の家族に働 きかけるケア項 目においても、有意に高割合であった。具体

的には、家族に対 して 「家族に来所を促す」、「高齢者の健康状態を具体的に報告する」な

ど、 日常的な高齢者 と家族の関係の維持に努め、死期が近づいた場合には、家族に 「看取

り方に関する具体的な情報を提供する」、「看取 り方に関する選択肢 を提供する」などをよ

り実施 していた。さらに、家族の代理決定に際 しては、「即答を求めず時間的ゆとりを提供

する」「気持ちは変化 し得 るものであることを伝える」など家族の立場や気持 ちにも配慮 し
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ていた。その一方で、「家族に決定役割 を意識づける」、「家族間で話 し合って決めるように

促す」など、決定に対する動機づけや家族内での意見の統合方法などにも介入 していた。

これまで、施設入所認知症高齢者の家族は、生活の全局面において代理決定す る問題に

直面 してお り、それを専門職が支えることの重要性が強調 されている 13)。 sarah14)は 施設

入所認知症高齢者の終末期に関わる意思決定について、家族は決定役割への過重負担を感

じる一方で、ケア提供者 とのコミュニケーシ ョン不足も感 じてお り、ケア提供者の家族ヘ

の支援がなければ意思決定は一層困難になると指摘 している。 ことに終末期の意思決定に

は 「ゆらぎを認め、話 し合 う」必要がある 15)。 このような特徴を持つ意思決定において、

その質が高 く保たれるためには、情報が充分であること、 目的が明確であること、選択肢

が明確であることが不可欠 となる 16)。 この点において、本研究の施設内看取 り割合 40%
以上群においては、代理決定支援に必要な情報や選択肢の提供、時間的ゆとりや決定の緊

張感を和 らげるなどの実施割合が高かった。 これ らの内容は、施設内での看取 り経験を重

ねることによって、施設内で具体的で個別的なケア実践 とその評価によって明 らかにされ、

その結果、実施割合 も高められていつたと推察される。

(3)代 理決定 と高齢者の尊厳

施設内看取 り割合 40%以 上群においては、家族の代行決定において「高齢者にとっての

最善とい う視点を助言する」、「高齢者の意向を尊重するように促す」 とい うケアがより行

われていた。そもそも尊厳は、意思能力を有する者の自己決定がその原点である 17)。 しか

し、認知症高齢者は、終末期には自らの意思を表現できる能力は失われる。 このような状

況において、代理決定の内容が、高齢者にとつて 「善い」 とい う観点は決定の倫理原則 と

なる。即ち、認知症高齢者にとって、終末期の生活がよりよいものであるように最大限の

配慮がされるべきなのである。高齢者の終末新に対する希望の構造には、その人の人生経

験、家族、身体的状況などが影響する 18)。 即ち、高齢者がどんな人生を歩み、施設内でど

んな生活体験を し、 どんな表情や言葉で 日常生活の意向を表現 してきたか とい う情報が、

代理決定者には必要 となる。看護職が 日常的なケアで得たこのよ うな情報を代理決定者に

提供するとい う役割 を果たす ことによって、代理決定者は高齢者の意向をより浮き彫 りに

できるのである。

終末期医療に関す る患者の自己決定権は、1991年 にアメ リカで PSDA(Patient self

Determination Act)が 制定 され、2001年 に我が国の老年医学分野おいて、高齢者の適切

な医療およびケアが充分に受けられていない とい う差別 をなくすべ く、「高齢者の終末期医

療に関する日本老年医学会の立場声明」19)が 発表 された。高齢者の終末期の人権の尊重が

医療・介護現場で注 目され るようになった歴史は極めて浅 く、2000年以降に本格的に取 り

組まれてきた。特養においても決 して例外ではない。特養に働 く看護職が、その認知症高

齢者の生活歴、日常の些細な場面で見せ る表情や言葉、安寧に感 じている場面を集積 して、

認知症高齢者の価値観や意向を尊重 したケアを実践することこそが、認知症高齢者の尊厳

を守ることにつながる。

6.結論

本研 究は、「終末期 ケアで抱 えてい る困難」、「施設 で実施 してい る終末期 ケア内容 と方

法」について全国の特養 1187施 設 か ら回答 を得た。施設 内での看取 り割合 40%未満群 と
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40%以上群の 2群間で比較検討 した結果、以下のことが明 らかとなった。

1)施設内での看取 り割合 40%以 上群では、医師体制・看護師体制、急変時の入院体制な

どに困難を感 じている割合が、40%未満群 よりも有意に低かった。

2)施設内での看取 り 4o%以 上群では、「高齢者の意思確認」において、媒体、時期、聴取

の仕方、聴取の回数、高齢者 との関係 を考慮 してケア実践 している割合が、40%未満群

よりも有意に高かつた。

3)施設内での看取 り 40%以 上群では、 日常的な高齢者 と家族の関係維持、看取 りの具体

的な情報提供、選択肢の提供など、家族の代理決定を支える実施割合が 40%未満群 より

も高かった。

<今後の課題 >

今後の課題 として、以下のことが考えられ る。

1)本研究は、施設内看取 り割合を従属変数 として、 どのようなケアが看取 り割合に影響

をもた らすのかを説明 し得 るモデルを作成する。  i
2)ケア とケアの関連 を明 らかに し、認知症高齢者の事前意思を尊重 したよ り看取 りのた

め実践的提言を明確 にする。

多忙な業務の中、調査の回答に、ご協力いただきました介護老人福祉施設看護職の皆様

に、心より感謝申し上げます。

本研究は平成 18年度長野県看護大学特別研究補助金を受けて実施 しました。
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表1.調査施設の終末期ケアに関する概要

設置主体

社会福祉法人

医療法人

,市町村立

広域連合

その他

未記入

入所定員 平均・標準偏差

併設施設

ショートステイ

デイサービス

訪問看護

訪問介護

100床あたりの看護師配置数
平均・標準偏差

入所者の平均要介護度
平均・標準偏差

看取り加算取得の有無

あり

なし

準備中

その他    、

未記入

終末期ケア指針作成の状況

施設で独 自に作成した指針がある

独自の指針を作成中である

厚生労働省の通知を目安にしている

指針なし

その他

未記入

過去一年間の死亡者数/100床
平均・標準偏差

過去一年間の死亡者数に占める
施設内での看取り割合

平均・標準偏差

n==968

施設数(%)

904(93.4%)

1(0。 1%)

31(3。 2%)
15(1。6%)
12(1.2%)

5(0。 5%)

71.4± 26.4人

施設数(%)

929(96.0%)

781(80,7%)

40(4。 10/。 )

347(35,8%)

7.0± 3.3人

3,9+0,3

施設数(%)

515(53,2%)

346(35,8%)

70(7.2%)

27(2.8%)

10(1.0%)

施設数 (%)

564(58。 3%)
54(5,6%)

157(16.2%)

113(11,7%)

22(2.2%)

58(6.0%)

17.6± 8.0人

40.8± 32,9%



表2.施設内死亡割合の異なる2群の属性の比較

属性

施設内死亡割合
40%未満群
n=491

入所定員

検定結果

71,8± 29。2人    70,9± 25.5人 n,s,

3,9ELO。 3

6,9± 3.1人 7.0± 3.4人 nos

16.2± 7.6人     19.1± 8.1人   t=5。 7,つく0,001

施設内死亡割合
40%以上群

n=477

平均士SD

入所者の平均要介護度
平均±SD

100床あたりの看護師配置数
平均士sD

過去一年間の死亡者数/100床´
  平均士SD

nos3.8=生 0,3



表3.施設内看取り割合による終末期ケア上の困難の比較

全体
n=968

施設内看取り割合
40%未満の施設群

n=491  ・

施設内看取り割合
40%以上の施設群

n=477

χ
2検

定
結果

調査項 目

「はい」と回答
した施設数 (%)

はい  いいえ  はい  いいえ  χ
2値 有意

確率

1医師がすぐにかけつけられない

2医療機器が整っていない

3看護師の夜勤体制が整っていない

4看護師の配置数が少ない

5介護職員が少ない

6職員の心理的負担が大きい

7症状が急に悪くなった時には施設では対応しきれない

8症状が急に悪くなつた時に、すぐに入院できる保障が為

9臨終にふさわしい居室環境が整っていない

234

145

234

145

122

254

194

120

132

257

346

257

346

369

237

297

371

359

143

108

181

138

135

262

157

149

109

334

369

296

339

342

215

320

328

368

31.8

5,6

5,4

0。 4

1.4

0,9

4.5

5.5

1,9

***

*

**

n.s。

n.s.

n.s.

*

*

Inos。

377(38。 9%)

253 (26.1%)

415 (42.9%)

283 (29.2%)

257 (26.5%)

516 (53。 3%)

351(36.3%)

269 (27.896)

241(24.9%)

***:p〈0.001,料 :p〈 0.01,*:p〈0.05,nos.ino signincant を示す



表4.施設内看取り割合による「認知症高齢者の事前意思を尊重した終末期ケア内容・方法」の比較

全体
n=968

施設内看取り割合
40%未満の施設群

n=491

施設内看取り割合
40%以上の施設群

n=477

χ
2検

定

結果

調査項 目
「行つている」
と回答した
施設数 (%)

行つて
ヤ`る

行つて
いない

行つて

ヤ`る

行つて
いない χ

2値 有意
確率

1意思確認できる場合に高齢者から、出来ない場合は家族から確認する

2書面を活用して意思を確認する

3高齢者がしつかりとしているうちに意思確認を行う

4時期を変えて複数回意思確認を行う

5複数の職種で意思確認を行う

6-見遠慮しがちな高齢者でも踏み込んでじっくりと聞いて意思を確認する

7意思確認しやすいよう信頼関係を充分に築く

8高齢者の健康状態を家族に具体的に報告する

9高齢者の病状や様子を理解してもらうために家族に来所を促す

10死期が近くなった場合の看取りに関する具体的な情報を提供する

11死期が近くなつた場合の看取り方に関する選択肢を提供する

12決定に際しては即答を求めず時間的ゆとりを提供する

13高齢者に決定能力がない場合には、家族に役割決定を意識づける

14家族に意思決定を求める場合には家族間で話し合つて決めるように促す

15意思決定に際して気持ちは変化しうるものであることを伝える

16高齢者や家族の気持ちの変化に応じて、その時々の気持ちを受け止める

17高齢者にとって何が最善かという視点を家族に助言する

18高齢者の意向を尊重するように家族に依頼する

19高齢者の意思を実行するよう家族に提案する

20高齢者と家族が疎遠な場合には関係の調整を行う

693(71.5%)

514(53.1%)

134(18.8%)

397(41.0%)

259(26.8%)

95(9.8%)

453(46.8%)

745(77.0%)

622(64。 2%)

618(63.8%)

642(66.3%)

581(60.0。/。)

598(61.8%)

694(71.7%)

582(60。 1%)

635(65.6%)

481(49.70/。 )

324(33.5。/0)

55(5.7%)

420(43.4γ。)

308

211

43

152

111

36

191

342

270

243

266

243

261

304

250

267

191

129

21

195

188

280

448

339

380

455

300

149

221

248

225

248

230

187

241

224

300

362

470

296

385

303

91

245

148

59

262

403

352

375

376

338

337

390

332

368

290

195

34

225

92

174

386

232

329

418

215

74

125

102

101

139

140

87

145

109

187

282

443

252

37.6

40.2

20.7

40.8

8.3

6.3

24.3

29.2

36.4

87.6

64.7

45。2

30.6

46

34.5

54.6

45.5

22.5

3.6

5。 2

***

***

***

***

**

**

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

n.s.

*

***:p〈 0,001, **:pく 0.01, *:p〈 0.05, n,s.ino signiicant  を冗ドす



日本語抄録

施設内での看取 り割合が異なる介護老人福祉施設集団において、認知症高齢者の終末期クア上

の困難、ケア内容・方法の違いを明らかにすることを目的に、全国 5249施設の看護師長を対象

として自記式質問紙調査を行つた。

1187施設から回答が得られ (回収率 21.7%)、 有効回答は 968(有効回答率 85.1%)であった。

施設内の看取 り割合 40%以上群と40%未満群でχ2検定により比較検討 した。

40%未満群では医師・看護師体制などの困難を有意に高割合で抱えていた。施設内での看取 り

が 40%以上群は、40%未満群よりも、「高齢者の意思確認」について、媒体、時期、聴取の仕方、

聴取の回数などに配慮 して高割合で実施 していた。40%以上群では、代理決定する家族に対して、

看取りに関する具体的な情報や選択肢の提供などが高割合で実施されていた。以上から、認知症

高齢者の終末期ケアの意思確認に必要な手順と、代理決定者となる家族への支援のあり方に示唆

が得られた。

キーワー ド:認知症高齢者, 終末期ケア, 介護老人福祉施設



The Nursing]臣omes'Dimcilties and TerHlinal Care Practice for lndividuals
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The purpose of this study was to deterHline dilferences taking care ration Of

death in nursing home between nursing homes'd」 hculties and terHlinal care practice

for residents with dementia.The survey form was distrお uted to 5249 nursing homes.

The lttcilities'difflculties in terHlinal care and nursing practices were investigated.

The questionnaire was answered by l137 facil比 絶s(21.5%).Data are grouped

into two groups by taking care ration of death in nursing homesI Inore than 40% or

under 40%。 Chi square tests were used to analyze the data.

In the under 400/O group,nursing ad■ linistrators felt dirlculties Of medical sta包 臨'

dispOsition and medical treatments, In the over 40% group, nurses heard abOut

intention of residents with dementia for terliュ :linal care. Furthermore nurses provided

informatゃn and thoices enabling ttmユ ies to make prOxy decisions.

There were relationshゃS between the taking care ration of death in nursing

home and ter■ linal care practices for people with dementia. It is necessatt to

adHlinister care based on the decisions of the elderly and provide support to bOth the

elderly and their families for end‐o=life care purposes.

Key Word i Older people with dementia,ter■ linal care,nursing home


